
鹿屋市高齢者運動サロン育成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市高齢者運動サロン育成事業実施要綱（平成30年鹿屋市告示第45号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「鹿屋市介護予防・日常生活支援総合実施要綱」を「鹿屋市介護予防・

日常生活支援総合事業実施要綱」に改める。 

第３条第２項中「４か月」を「３か月」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、運動等の体験のための指導は、この限りでない。 

 第８条中「鹿屋市高齢者サロン育成事業実施報告書」を「鹿屋市高齢者運動サロ

ン育成事業実施報告書」に改める。 

第11条中「、看護師」を削る。 

別記第１号様式を次のように改める。



別記 

第１号様式（第６条関係） 

年   月   日  

鹿屋市長       様 

 

             申請者代表 住所 鹿屋市             

                   氏名                 

                   電話                 

 

鹿屋市高齢者運動サロン育成事業利用申請書 

 

鹿屋市高齢者運動サロン育成事業を利用したいので、下記のとおり申請します。 

利用に当たっては、参加者自らが体調管理に注意し参加します。 
 

記 
 

１ 団体名 
 

２ 指導希望内容 

指 導 種 別 体験指導 ・ サロン指導 

日  時  

場  所 
名称 

住所 

指導メニュー  

 

３ 参加者名簿（65歳以上の方が５人以上であること。） 

名 前 住 所 年 齢 性 別 

 鹿屋市 歳 男・女 

 鹿屋市 歳 男・女 

 鹿屋市 歳 男・女 

 鹿屋市 歳 男・女 

 鹿屋市 歳 男・女 

  外    人                       計    人 



 別記第２号様式中「指導者名」を「指導メニュー」に、「添付書類    参加

者の出席簿」を「指導人数」に改め、「(6) 利用決定日     年  月  日」

を削る。 

 別記第３号様式を次のように改める。



第３号様式（第８条関係） 

年  月  日  

 

鹿屋市長       様 

 

 所 在 地 

事業者名 

 

 

鹿屋市高齢者運動サロン育成事業実施報告書 

 

 

１ 指導団体名 

 

２ 指導場所 

 

３ 指導メニュー 

 

４ 指導期間     

 

５ 指導回数    計  回 

 

６ 指導人数    延べ  人 

 

７ 添付書類     

 

  



指導確認書 

実施日時 指導団体名（指導場所） 指導人数 団体代表者署名 

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

年  月  日 

：  ～  ： 
 人  

 



出席簿 
 

指導メニュー 

指導団体名 

指導場所 
 

実施日 

参加者名 

体験 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 計 

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 回 

１            

２            

３            

４            

５            

６            

７            

８            

９            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

計  人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

 



附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に存する様式は、当分の間、必要な修正をしてこれを

使用することができる。 

 


